
日
本
近
代
史
講
座
：
先
の
大
戦
に
至
っ
た
歴
史
上
の
転
換
点
を
求
め
て 

第
９
回 

軍
部
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー 

 
 

は
じ
め
に 

 

 

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
一
二
月
一
三
日
に
犬
養
内
閣
が
成
立
し
た
当
時
の
世
相
は
、
血
盟
団
の
井
上
日
召
に
よ
れ
ば 

「
昨
今
の
農
村
の
疲
弊
や
都
市
の
中
小
工
業
者
・
労
働
者
の
困
窮
を
顧
み
な
い
政
党
・
財
界
人
は
、
腐
敗
堕
落
し
国
家
観 

念
に
乏
し
く
私
利
私
欲
を
貪
り
；
」
と
い
っ
た
状
況
で
し
た
。
日
召
は
過
激
派
の
海
軍
青
年
将
校
等
と
連
携
し
て
、
日
召 

一
派
に
よ
る
個
別
の
要
人
暗
殺
と
海
軍
青
年
将
校
に
よ
る
政
界
首
脳
や
天
皇
の
側
近
暗
殺
を
構
想
し
ま
し
た
。
ま
た 

西
田
税

み
つ
ぎ

を
介
し
て
陸
軍
の
過
激
な
皇
道
派
青
年
将
校
と
接
触
し
て
連
携
を
図
り
ま
し
た
が
、
時
期
尚
早
と
す
る
西
田
の 

反
対
に
よ
り
陸
軍
と
の
協
同
歩
調
は
実
現
せ
ず
、
結
局
第
一
段
階
で
血
盟
団
事
件
、
第
二
段
階
で
海
軍
青
年
将
校
が 

五
・
一
五
事
件
を
起
し
ま
し
た
。
一
方
陸
軍
の
過
激
な
皇
道
派
青
年
将
校
等
は
個
別
の
要
人
暗
殺
だ
け
で
は
日
本
の
現
状 

の
改
革
は
不
可
能
で
、
飽
く
迄
も
北
一
輝
の
日
本
改
造
法
案
大
綱
に
基
づ
く
昭
和
維
新
革
命
を
目
指
し
て
、
二
・
二
六
事

件
を
起
こ
し
ま
し
た
が
、
結
局
重
臣
の
暗
殺
に
終
始
し
て
天
皇
の
身
柄
の
確
保
に
失
敗
し
て
真
崎
大
将
の
変
心
に
よ
り
、

千
四
百
有
余
の
兵
士
の
蹶
起
も
徒
労
に
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
は
政
財
界
首
脳
、
更
に
は
天
皇
迄
も
軍
部
の
ク
ー
デ
タ

ー
を
意
識
し
て
軍
部
独
走
の
歯
止
め
が
無
く
な
り
ま
し
た
。
昭
和
一
六
年
一
二
月
一
日
の
御
前
会
議
で
対
英
米
戦
を
決
定

し
ま
し
た
が
、
１
天
皇
は
「
も
し
私
が
政
府
と
統
帥
部
の
決
定
を
認
め
な
け
れ
ば
、
東
条
は
辞
職
し
て
大
き
な
ク
ー
デ
タ

ー
が
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。  

一
、
血
盟
団
事
件
：
血
盟
団
の
呼
称
は
事
件
を
担
当
し
た
木
内
曽
益

き
う
ち

つ
ね
の

り

主
任
検
事
が
便
宜
上
命
名 

井
上
日
召
は
昭
和
三
年
茨
城
県
大
洗
町
の
日
蓮
宗
・
立
正
護
国
堂
の
住
職
と
な
り
、
近
隣
の
青
年
の
古
内

ふ
る
う
ち

栄
司

え

い

じ

、
小
沼

お

ぬ

ま 

正
し
ょ
う

、
菱
沼
五
郎
等
青
年
を
指
導
し
、
昭
和
五
年
に
は
霞
ヶ
浦
海
軍
航
空
学
校
の
過
激
派
の
藤
井
斉

ひ
と
し

中
尉
、
古
賀
清
志
中

尉
、
中
村
義
雄
中
尉
を
知
り
、
新
日
本
建
設
の
闘
士
の
養
成
を
目
指
し
た
勤
労
学
校
愛
郷
塾
主
宰
の
橘
孝こ

う

三
郎

ざ
ぶ
ろ
う

と
知
り
合

い
に
な
り
、
東
大
七
生
社

し
ち
せ
い
し
ゃ

の
四
元

よ
つ
も
と

義よ
し

隆た
か

、
池
袋
正
釟
郎

し
ょ
う
は
ち
ろ
う

と
議
論
を
重
ね
て
、
国
策
を
誤
る
政
党
・
財
界
の
浄
化
は
暴
力

的
改
造
以
外
に
道
は
無
い
と
信
じ
て
彼
等
極
悪
人
を
暗
殺
す
れ
ば
、
そ
の
後
は
海
軍
の
同
調
者
が
革
命
を
断
行
し
て
天
皇

中
心
主
義
の
国
家
革
新
が
成
る
で
あ
ろ
う
と
構
想
し
、
政
財
界
重
鎮

じ
ゅ
う
ち
ん

及
び
特
権
階
級
の
二
〇
余
名
の
暗
殺
を
企
て
、
同

志
団
員
に
対
し
て
一
人
一
殺
を
指
令
し
ま
し
た
。
日
召
の
目
論
見
は
、
紀
元
節
前
後
を
目
途
と
し
て
ま
ず
我
々
が
テ
ロ
を

実
行
す
れ
ば
、
続
い
て
海
軍
の
同
調
者
が
革
命
決
行
に
踏
切
り
天
皇
中
心
主
義
の
国
家
革
新
が
成
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
も

の
で
し
た
。
昭
和
七
年
一
月
九
日
に
血
盟
団
の
日
召
・
古
内

ふ
る
う
ち

栄
司

え

い

じ

・
四
元

よ
つ
も
と

義よ
し

隆た
か

・
池
袋
正
釟
郎

し
ょ
う
は
ち
ろ
う

と
海
軍
側
か
ら
古
賀
清

志
・
中
村
義
雄
・
大
庭
春
雄
・
伊
東
亀き

城
じ
ょ
う

が
会
合
し
、
日
召
提
案
の
暗
殺
実
行
計
画
を
協
議
し
、
そ
の
結
果
二
月
一
一

日
に
政
財
界
の
要
人
暗
殺
を
決
め
ま
し
た
。
一
月
二
八
日
に
上
海
事
件
が
勃
発
し
て
海
軍
同
志
の
大
部
分
が
出
兵
を
命
じ

ら
れ
た
為
に
暗
殺
実
行
計
画
を
変
更
し
て
、
第
一
段
階
で
は
二
月
七
日
以
降
に
ま
ず
血
盟
団
が
決
行
し
、
第
二
段
階
で
は

上
海
出
征
中
の
同
志
の
帰
還
を
待
っ
て
決
行
と
し
ま
し
た
。
第
一
段
階
の
暗
殺
対
象
者
は
、
西
園
寺
公
望
、
幣
原
喜
重
郎
、

若
槻
礼
次
郎
、 

徳
川
家い

え

達
さ
と
」

、
牧
野
伸の

ぶ

顕あ
き

、
井
上
準
之
助
、
伊
東
巳
代
治
、
犬
養
毅

つ
よ
し

、
三
井
財
閥
の
池
田
成し

げ

彬あ
き

及
び
団
琢
磨

た

く

ま

と
し
て
、
対
象
者
毎
に
暗
殺
実
行
者
を
決
定
し
ま
し
た
。
各
実
行
者
は
一
斉
に
対
象
者
の
動
静
探
索
を
始
め
て
二
月
九
日

小
沼

お

ぬ

ま

正
し
ょ
う

は
衆
議
院
選
挙
の
応
援
演
説
会
に
参
会
し
た
井
上
準
之
助
を
射
殺
し
ま
し
た
。
菱
沼
五
郎
は
三
井
銀
行
本
店
を



 

 

2 

2 

見
張
り
続
け
三
月
五
日
銀
行
の
玄
関
前
で
団
琢
磨

た

く

ま

を
射
殺
し
ま
し
た
。
そ
の
後
引
続
い
て
各
人
が
指
名
さ
れ
た
暗
殺
対
象

者
の
動
静
を
探
っ
て
い
ま
し
た
。
警
察
は
菱
沼
の
自
白
で
井
上
準
之
助
や
団
琢
磨
の
殺
人
を
日
召
一
味
の
組
織
的
犯
行
と

断
定
し
て
日
召
の
行
方
を
探
索
し
て
い
ま
し
た
が
、
日
召
は
三
月
一
一
日
に
自
首
し
、
直
ち
に
血
盟
団
一
四
名
が
一
斉
検

挙
さ
れ
ま
し
た
。
裁
判
で
は
井
上
日
召
・
小
沼
正
・
菱
沼
五
郎
の
三
名
は
無
期
懲
役
判
決
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
直
後

の
五
・
一
五
事
件
で
は
犬
養
首
相
を
暗
殺
し
た
海
軍
将
校
等
は
禁
固
一
〇
年
か
ら
一
五
年
で
あ
り
、
民
間
人
用
裁
判
所
と

軍
法
会
議
で
は
判
決
の
軽
重
の
差
が
極
端
に
大
き
い
と
批
判
さ
れ
て
、
そ
の
後
血
盟
団
事
件
被
告
は
恩
赦
で
全
員
釈
放
さ

れ
ま
し
た
。 

 

二
、
五
・
一
五
事
件 

陸
軍
の
桜
会
と
同
様
に
海
軍
青
年
将
校
の
間
で
も
革
新
運
動
が
起
こ
り
、
藤
井
斉

ひ
と
し

中
尉
が
指
導
者
に
な
り
ま
し
た
。 

藤
井
は
北
一
輝
の
日
本
改
造
法
案
大
綱
に
共
鳴
し
て
昭
和
三
年
に
海
兵
五
〇
期
代
の
同
志
で
国
家
改
造
を
目
的
と
す
る 

王
師
会
を
結
成
し
、
そ
の
主
要
会
員
に
五
・
一
五
事
件
を
起
し
た
古
賀
清
志
中
尉
・
三
上
卓た

く

中
尉
・
中
村
義
雄
中
尉
等
が 

参
加
し
ま
し
た
。
藤
井
は
王
師
会
の
同
志
と
共
に
国
家
改
造
の
実
践
と
し
て
犬
養
首
相
や
宮
中
の
側
近
、
政
党
の
襲
撃
を 

計
画
し
ま
し
た
。
昭
和
七
年
一
月
二
八
日
の
上
海
事
件
で
中
国
に
派
遣
さ
れ
、
戦
死
直
前
に
古
賀
に
宛
て
「
後
を
頼
む
」 

と
遺
言
を
残
し
ま
し
た
。
古
賀
清
志
は
藤
井
の
遺
志
を
継
い
で
血
盟
団
に
続
く
維
新
の
第
二
段
階
の
実
行
を
決
意
し
、
橘 

孝こ
う

三
郎

ざ
ぶ
ろ
う

を
説
得
し
て
橘
主
宰
の
勤
労
学
校
愛
郷

あ
い
き
ょ
う

塾
の
塾
生
を
農
民
決
死
隊
と
し
て
組
織
さ
せ
、
更
に
西
田
税

み
つ
ぎ

を
介
し
て 

後
藤
映え

い

範は
ん

等
の
陸
軍
士
官
候
補
生
一
一
名
の
引
込
み
に
成
功
し
ま
し
た
。
古
賀
は
大
川
周
明
か
ら
資
金
と
拳
銃
を
入
手
し 

古
賀
と
中
村
義
雄
は
、
五
月
一
五
日
午
後
五
時
三
〇
分
決
行
と
決
め
ま
し
た
。 

（
第
一
組
）
犬
養
首
相
官
邸
の
表
門
組
は
三
上
卓た

く

中
尉
以
下
五
人
、
裏
門
組
は
山
岸
宏
中
尉
以
下
四
人
が
午
後
五
時
二
七

分
官
邸
に
一
斉
乱
入
し
ま
し
た
。
首
相
は
「
話
せ
ば
判
る
」
と
制
止
し
、
三
上
は
「
何
か
言
い
残
す
こ
と
は
な
い
か
」

と
返
え
し
た
直
後
、
裏
門
組
の
山
岸
宏
が
応
接
室
に
乱
入
し
て
「
問
答
無
用
、
撃
て
」
と
叫
ぶ
や
黒
岩
勇
と
三
上
が
銃

撃
し
ま
し
た
。
首
相
は
同
夜
二
三
時
二
六
分
絶
命
。
第
一
組
は
そ
の
後
、
警
視
庁
に
乱
入
し
て
窓
ガ
ラ
ス
を
割
る
な
ど

し
、
日
本
銀
行
で
は
車
中
か
ら
手
榴
弾
を
投
げ
て
門
前
の
敷
石
等
に
損
害
を
与
え
ま
し
た
。
（
第
二
組
）
古
賀
清
志
中
尉

以
下
五
人
は
、
牧
野
伸の

ぶ

顕あ
き

内
大
臣
官
邸
の
表
玄
関
内
に
手
榴
弾
を
投
込
み
警
官
一
名
銃
撃
後
、
警
視
庁
に
乱
入
し
て
数

名
を
負
傷
さ
せ
ま
し
た
。
（
第
三
組
）
中
村
義
雄
中
尉
以
下
四
人
は
政
友
会
本
部
の
玄
関
に
手
榴
弾
を
投
げ
て
建
物
に
損

傷
を
与
え
ま
し
た
。
（
第
四
組
）
奥
田
秀
夫
（
血
盟
団
の
残
党
）
は
三
菱
銀
行
の
玄
関
に
手
榴
弾
を
投
げ
て
建
物
に
損
傷

を
与
え
ま
し
た
。
（
別
働
隊
）
愛
郷
塾
農
民
決
死
隊
は
東
京
府
下
を
暗
黒
に
す
る
目
的
で
、
変
電
所
六
ヶ
所
に
手
榴
弾
を

投
込
み
ま
し
た
が
、
電
気
設
備
の
知
識
も
無
く
設
備
の
一
部
を
破
壊
し
た
の
み
で
停
電
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
襲

撃
に
参
加
し
た
海
軍
士
官
一
同
は
憲
兵
隊
本
部
に
自
首
し
ま
し
た
。
大
川
周
明
は
資
金
・
武
器
供
与
罪
で
検
挙
さ
れ
、

橘
孝こ

う

三
郎

ざ
ぶ
ろ
う

は
哈は

爾る

浜び
ん

の
憲
兵
隊
に
自
首
し
ま
し
た
。
海
軍
軍
人
と
陸
軍
士
官
候
補
生
は
軍
法
会
議
で
、
民
間
人
は
地
方
裁

判
所
で
裁
か
れ
ま
し
た
。
軍
法
会
議
で
は
、
主
犯
格
三
名
（
古
賀
清
志
・
三
上
卓た

く

・
中
村
義
雄
）
に
死
刑
を
求
刑
し
ま
し

た
。
裁
判
の
過
程
で
海
軍
兵
学
校
生
徒
や
卒
業
生
が
助
命
運
動
を
起
こ
し
、
被
告
が
訴
え
た
「
農
村
の
窮
状
や
政
党
政

治
の
腐
敗
」
が
新
聞
で
広
く
喧
伝

け
ん
で
ん

さ
れ
ま
し
た
。
叛
乱
の
動
機
が
、
純
粋
で
あ
る
と
か
愛
国
の
至
情
か
ら
発
し
た
も
の

で
あ
る
と
か
と
同
情
論
が
強
調
さ
れ
て
多
数
の
国
民
の
同
情
が
集
り
、
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
減
刑
嘆
願
書
が
三
五
万

通
に
も
及
び
裁
判
官
の
机
上
に
山
積
み
に
さ
れ
ま
し
た
。
軍
法
会
議
の
判
決
は
、
減
刑
を
求
め
る
強
い
世
論
に
圧
さ
れ
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て
主
犯
格
三
名
に
は
禁
固
刑
と
極
め
て
軽
く
、
軍
人
を
増
長
さ
せ
て
二
・
二
六
事
件
に
繫
が
り
ま
し
た
。 

主
要
な
判
決
は
以
下
の
通
り
で
し
た
が
、
八
年
後
に
は
全
員
釈
放
さ
れ
ま
し
た.

。 

   
軍
人
：
（
禁
固
一
五
年
：
三
上
卓
・
古
賀
清
志
）
（
禁
固
一
三
年
：
黒
岩
勇
）
（
禁
固
一
〇
年
：
山
岸
宏
・
村
山
格
之
・ 

中
村
義
雄
）
（
禁
固
四
年
：
野
村
三
郎
・
後
藤
映
範
・
篠
原
市
之
助
・
石
関
栄
・
八
木
春
男 

及
び
陸
軍
士
官
候
補
生
） 

民
間
人
：
（
無
期
懲
役
：
橘
孝
三
郎
）
（
禁
固
五
年
：
大
川
周
明
）
（
禁
固
四
年
：
本
間
憲
一
郎
・
頭
山
秀
三
） 

 

三
、
陸
軍
士
官
学
校
事
件 

昭
和
九
年
一
月
に
林
銑
十
郎
陸
相
の
下
で
永
田
少
将
が
軍
務
局
長
に
就
任
し
て
皇
道
派
を
一
掃
す
る
と
、
統
制
派
幕
僚
将

校
と
皇
道
派
隊
付
青
年
将
校
と
の
間
に
敵
対
意
識
が
生
じ
ま
し
た
。
丁
度
こ
の
時
期
に
「
陸
軍
士
官
学
校
事
件
」
が
発
生

し
ま
し
た
。
陸
軍
士
官
学
校
教
官
の
辻
政
信
大
尉
が
陸
軍
士
官
学
校
生
徒
か
ら
、「
皇
道
派
青
年
将
校
の
村
中
孝た

か

次じ

大
尉
、

磯
部
浅あ

さ

一い
ち

１
等
主
計
（
大
尉
相
当
）
等
が
臨
時
議
会
の
前
後
に
政
府
要
人
を
暗
殺
し
警
視
庁
占
拠
し
て
、
荒
木
貞
夫
、
真

崎
甚
三
郎
等
を
首
脳
と
す
る
軍
政
を
樹
立
す
る
」
と
い
う
秘
密
計
画
を
聞
き
出
し
て
、
辻
大
尉
は
参
謀
本
部
軍
事
課
の
片

倉
衷

た
だ
し

少
佐
に
報
告
し
て
、
昭
和
九
年
一
一
月
二
〇
日
に
村
中
・
磯
部
並
び
に
関
係
し
た
士
官
候
補
生
五
人
を
逮
捕
し
ま

し
た
。
こ
れ
が
所
謂
「
陸
軍
士
官
学
校
事
件
」
で
す
。
翌
昭
和
一
〇
年
三
月
二
九
日
の
軍
法
会
議
で
は
証
拠
不
十
分
と
し

て
不
起
訴
に
な
り
ま
し
た
が
、
「
言
動
に
於
い
て
軍
紀
上
不
適
切
」
と
し
て
村
中
・
磯
部
は
停
職
、
士
官
候
補
生
五
人
を

退
学
処
分
と
し
ま
し
た
。
村
中
・
磯
部
は
こ
の
事
件
は
統
制
派
の
辻
と
片
倉
が
仕
組
ん
だ
罠
だ
と
し
て
両
名
を
誣
告

ぶ

こ

く

罪
で

訴
え
ま
し
た
が
、
陸
軍
当
局
に
無
視
さ
れ
ま
し
た
。
為
に
村
中
・
磯
部
は
連
名
で
『
粛
軍
に
関
す
る
意
見
書
』
を
陸
軍
大

臣
、
参
謀
総
長
、
教
育
総
監
に
提
出
す
る
と
共
に
印
刷
し
て
全
国
の
青
年
将
校
に
配
布
し
ま
し
た
。
軍
当
局
は
こ
れ
を
怪

文
書
扱
い
と
し
て
両
名
を
免
官
処
分
と
し
ま
し
た
。 

四
、
相
沢
事
件 

陸
軍
士
官
学
校
事
件
を
契
機
に
し
て
青
年
将
校
の
政
治
活
動
を
封
じ
る
為
に
、
皇
道
派
巨
頭
の
真
崎
甚
三
郎
大
将
を
教

育
総
監
か
ら
外
す
べ
き
と
し
た
議
論
が
統
制
派
幕
僚
間
で
沸
騰
し
、
三
長
官
会
議
（
載こ

と

仁ひ
と

親
王
参
謀
総
長
、
林
陸
相
、
真

崎
教
育
総
監
）
で
真
崎
の
必
死
の
抵
抗
に
も
拘
わ
ら
ず
参
謀
総
長
と
陸
相
の
二
人
が
賛
成
し
最
後
に
載こ

と

仁ひ
と

親
王
が
真
崎
を

一
喝
し
て
、
昭
和
一
〇
年
七
月
一
六
日
に
天
皇
の
裁
可
を
得
て
罷
免
が
決
定
し
、
後
任
に
は
中
立
派
の
渡
辺
錠
太
郎
大
将

が
就
任
し
ま
し
た
。
一
方
皇
道
派
は
猛
反
発
し
、
「
長
官
二
名
で
長
官
一
名
を
罷
免
」
す
る
の
は
統
帥
権
干
犯
で
あ
る
と

強
硬
に
主
張
し
ま
し
た
。
相
沢
三
郎
中
佐
（
福
山
第
四
一
連
隊
）
は
真
崎
罷
免
を
知
っ
て
直
ち
に
２
伊
豆
長
岡
で
静
養
中

の
真
崎
を
訪
ね
「
永
田
軍
務
局
長
の
強
硬
な
主
張
よ
り
罷
免
さ
れ
た
」
と
本
人
か
ら
直
接
聞
き
出
し
ま
し
た
。
直
ち
に
上

京
し
て
永
田
に
面
会
し
真
崎
罷
免
の
経
過
を
問
い
糾
し
た
上
で
、
軍
務
局
長
辞
職
を
要
求
し
て
一
旦
は
帰
宅
し
ま
し
た
。

相
沢
は
八
月
一
日
付
で
台
湾
歩
兵
連
隊
へ
の
異
動
通
知
を
受
け
た
直
後
に
『
粛
軍
に
関
す
る
意
見
書
』
を
読
み
、
村
中
や

磯
部
を
免
職
に
し
、
真
崎
を
追
放
し
た
元
凶
は
永
田
で
あ
る
と
確
信
し
て
再
度
上
京
し
て
八
月
一
二
日
軍
務
局
長
室
で
永

田
少
将
を
斬
殺
し
た
の
で
し
た
。
永
田
を
惜
し
む
論
評
は
多
く
、
３
朝
日
新
聞
記
者
・
高
宮
太
平

た

へ

い

は
「
永
田
が
生
き
て
い

れ
ば
東
条
の
以
前
に
陸
相
、
首
相
に
な
り
、
日
本
の
国
力
を
見
誤
っ
て
杜
撰

ず

さ

ん

な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
に
」
と
論
評
し
、

元
企
画
院
総
裁
・
鈴
木
貞
一
も
「
永
田
あ
り
せ
ば
東
条
の
出
る
幕
も
無
く
、
太
平
洋
戦
争
も
起
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」

と
戦
後
に
追
想
し
て
い
ま
し
た
。 
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五
、
二
・
二
六
事
件
：
皇
道
派
中
心
の
軍
事
政
権
を
目
指
し
た
ク
ー
デ
タ
ー 

⑴ 
蹶
起
準
備 

 
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
年
）
当
時
の
皇
道
派
の
主
体
は
隊
付
過
激
派
青
年
将
校
達
で
あ
り
、
北
一
輝
の
天
皇
親
政
の
実

現
を
目
指
す
日
本
改
造
法
案
大
綱
に
心
酔
し
て
、
そ
の
趣
旨
に
理
解
を
示
す
真
崎
甚
三
郎
大
将
や
荒
木
貞
夫
大
将
を
青
年

将
校
達
は
自
ら
の
後
援
者
と
み
な
し
ま
し
た
。
特
に
磯
部
や
第
一
師
団
の
栗
原
安
秀
中
尉
は
相
沢
事
件
後
、
本
気
で
昭
和

維
新
革
命
を
計
画
し
、
磯
部
は
皇
道
派
の
賛
同
後
援
者
と
み
な
し
た
真
崎
軍
事
参
議
官
を
始
め
、
川
島
陸
相
、
古
荘

ふ
る
し
ょ
う

次

官
、
山
下
奉と

も

文ゆ
き

軍
事
調
査
部
長
等
を
次
々
訪
問
し
た
結
果
、
上
記
の
陸
軍
上
層
部
は
蹶
起
に
賛
同
と
判
断
し
ま
し
た
。
特

に
真
崎
大
将
か
ら
は
活
動
費
と
し
て
五
百
円
（
現
在
価
値
で
約
百
万
円
）
を
受
領
し
、
こ
れ
な
ら
ば
真
崎
は
必
ず
蹶
起
後
、

磯
部
等
の
味
方
に
な
っ
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
し
た
の
で
し
た
。
当
時
の
第
一
師
団
は
第
一
連
隊
及
び
第
三
連
隊
（
東
京
）
、

第
四
九
連
隊
（
甲
府
）
、
第
五
七
連
隊
（
佐
倉
）
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
第
一
連
隊
、
第
三
連
隊
に
は
、
皇
道

派
の
最
も
過
激
な
青
年
将
校
が
二
〇
数
名
に
達
し
て
昭
和
維
新
革
命
の
時
期
を
狙
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
過
激
派
将
校
が

集
中
し
た
原
因
は
、
五
・
一
五
事
件
後
の
斎
藤
実

ま
こ
と

内
閣
時
に
荒
木
陸
相
が
、
皇
道
派
の
小
藤

こ

ふ

じ

恵
さ
と
し

大
佐
を
人
事
局
補
任
課

長
に
就
任
さ
せ
て
、
そ
の
小
藤

こ

ふ

じ

課
長
が
職
権
で
近
衛
師
団
と
第
一
師
団
の
第
一
連
隊
、
第
三
連
隊
に
皇
道
派
青
年
将
校
を

集
め
た
の
で
し
た
。
更
に
近
衛
師
団
き
っ
て
の
過
激
皇
道
派
の
中
橋
基も

と

明あ
き

中
尉
は
事
件
直
前
の
昭
和
一
一
年
一
月
に
は
近

衛
師
団
歩
兵
第
三
連
隊
第
七
中
隊
の
中
隊
長
代
理
に
任
命
さ
れ
、
こ
こ
に
第
一
師
団
と
近
衛
師
団
の
過
激
皇
道
派
青
年
将

校
等
が
合
同
し
て
大
部
隊
を
率
い
て
首
都
を
震
撼
さ
せ
る
事
件
を
起
す
下
地
が
出
来
ま
し
た
。
陸
軍
上
層
部
は
予か

ね

て
か
ら

第
一
師
団
を
過
激
皇
道
派
青
年
将
校
の
巣
窟

そ
う
く
つ

と
し
て
問
題
視
し
て
第
一
師
団
の
満
州
派
遣
を
計
画
中
に
、
昭
和
一
〇
年
一

一
月
頃
か
ら
そ
の
噂
が
漏
れ
て
派
遣
は
三
月
頃
か
と
取
り
沙
汰
さ
れ
ま
し
た
。
青
年
将
校
達
は
、
こ
の
性
急
な
処
置
を
陸

軍
上
層
部
が
昭
和
維
新
革
命
を
妨
害
す
る
意
図
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
二
月
二
〇
日
に
陸
軍
省
よ
り
第
一
師
団
の
満

州
派
遣
は
三
月
と
正
式
に
内
示
さ
れ
、
満
州
派
遣
に
な
る
と
一
斉
蜂
起
が
不
可
能
に
な
る
と
思
い
野
中
四
郎
大
尉
、
栗
原

安
秀
中
尉
、
磯
部
浅
一

あ
さ
い
ち

、
村
中
孝た

か

次じ

等
が
中
心
に
な
り
満
州
移
転
前
の
蹶
起
を
決
意
し
ま
し
た
。
磯
部
等
の
計
画
は
、
現

在
の
支
配
者
層
を
潰
し
て
政
治
制
度
の
欠
陥
を
暴
く
迄
の
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
の
政
治
改
革
は
真
崎
大
将
に
委
す
と
し
、

事
後
の
構
想
は
北
一
輝
の
日
本
改
造
法
案
の
如
く
「
戒
厳
令
下
で
軍
部
指
導
の
下
に
真
崎
首
班
暫
定
内
閣
を
作
り
、
天
皇

の
大
権
の
発
動
に
よ
り
三
年
間
憲
法
停
止
し
、
衆
議
院
と
貴
族
院
を
解
散
し
、
全
国
に
戒
厳
令
を
敷
い
て
、
軍
部
主
導
に

よ
る
国
家
改
造
に
邁
進

ま
い
し
ん

す
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
大
前
提
は
、
天
皇
の
身
柄
の
確
保
と
真
崎
大
将
の
確
固
た
る

信
念
に
あ
り
ま
し
た
。
大
尉
に
昇
進
し
て
間
も
な
い
安
藤
輝
三

て
る
ぞ
う

大
尉
は
先
任
大
尉
の
野
中
大
尉
に
参
加
を
説
得
さ
れ
ま
し

た
が
、
部
下
思
い
の
安
藤
は
部
下
を
道
連
れ
に
し
て
蹶
起
に
参
加
し
万
一
失
敗
す
れ
ば
全
員
死
刑
に
な
る
と
思
っ
て
慎
重

で
し
た
。
磯
部
や
村
中
の
情
報
だ
け
で
は
判
断
を
誤
る
と
し
て
若
手
将
校
等
と
共
に
皇
道
派
の
山
下
奉と

も

文ゆ
き

少
将
宅
を
訪
れ

て
、
磯
部
や
村
中
が
処
分
さ
れ
た
士
官
学
校
事
件
に
つ
い
て
糾た

だ

す
と
「
あ
れ
は
永
田
一
派
の
策
動
で
軍
全
体
と
し
て
の
意

図
で
は
な
い
」
と
明
言
し
ま
し
た
の
で
磯
部
等
の
言
動
を
信
頼
し
て
、
安
藤
は
蹶
起
予
定
日
ギ
リ
ギ
リ
の
二
月
二
二
日
に

参
加
を
決
意
し
ま
し
た
。
蹶
起

け

っ

き

趣
意
書
は
、
野
中
大
尉
が
原
案
を
作
り
、
之
を
骨
子
と
し
て
村
中
が
蹶
起
趣
意
書
草
案
を

作
成
し
北
一
輝
が
修
正
し
た
も
の
で
、
要
約
す
れ
ば
「
国
体
破
壊
の
元
凶
は
元
老
・
重
臣
・
軍
閥
・
政
党
で
、
ロ
ン
ド
ン

海
軍
条
約
と
教
育
総
監
更
迭
に
於
る
統
帥
権
干
犯
、
三
月
事
件
に
於
る
皇
軍
私
用
の
不
遜
、
天
皇
機
関
説
一
派
の
学
匪
等

の
事
例
を
挙
げ
、
同
憂
同
志
機
を
一い

つ

に
し
て
蹶
起
し
、
こ
れ
等
の
奸
賊
を
誅
殺
し
て
大
義
を
正
し
国
体
の
擁
護
開
顕
に
盡
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く
す
」 

安
藤
の
参
加
に
よ
り
蹶
起
部
隊
は
第
一
師
団
の
第
一
連
隊
・
第
三
連
隊
と
近
衛
師
団
第
三
連
隊
と
な
り
、
出
動

兵
員
数
は
合
計
一
四
七
五
名
に
上
り
ま
し
た
。
二
月
二
二
日
夜
に
栗
原
宅
に
磯
部
浅
一

あ
さ
い
ち

、
村
中
孝た

か

次じ

、
中
橋
基
明
、
河
野

寿
ひ
さ
し

が
会
合
し
、
襲
撃
の
目
標
、
決
行
の
日
時
二
月
二
六
日
午
前
五
時
、
兵
力
、
配
置
部
署
等
を
決
定
し
ま
し
た
。 

⑵ 

二
月
二
六
日
：
要
人
襲
撃
・
官
庁
占
拠 

岡
田
啓け

い

介す
け

首
相
襲
撃
：
岡
田
首
相
は
天
皇
大
権
を
掣
肘

せ
い
ち
ゅ
う

す
る
君
側
の
奸
と
し
て
襲
撃
さ
れ
ま
し
た
。
栗
原
部
隊
は
第
一

師
団
最
強
の
二
八
〇
名
を
率
い
て
午
前
五
時
に
首
相
官
邸
内
に
突
入
し
ま
し
た
。
官
邸
内
に
は
護
衛
警
官
が
四
〇
名
程

い
ま
し
た
が
抵
抗
し
た
巡
査
五
名
は
銃
撃
中
に
殉
職
。
義
弟
で
総
理
秘
書
兼
警
護
役
の
松
尾
伝
蔵
予
備
役
陸
軍
大
佐
は
、

巡
査
が
応
戦
中
に
岡
田
首
相
を
女
中
部
屋
の
押
入
れ
に
隠
し
、
松
尾
自
ら
首
相
と
名
乗
り
出
て
銃
殺
さ
れ
ま
し
た
。
岡

田
首
相
は
、
総
理
秘
書
官
の
迫さ

こ

水み
ず

久ひ
さ

常つ
ね

等
に
よ
り
翌
日
弔
問
客
と
装

よ
そ
お

っ
て
脱
出
し
ま
し
た
。 

警
視
庁
占
拠
：
警
視
庁
は
宮
城
正
門
の
坂
下
門
や
桜
田
門
に
近
い
の
で
野
中
部
隊
は
宮
城
占
拠
の
任
務
も
帯
び
て
い
ま 

し
た
が
、
当
時
の
警
視
庁
は
特
別
警
備
隊
を
編
成
し
て
蹶
起
部
隊
に
と
っ
て
も
脅
威
で
し
た
。
野
中
大
尉
以
下
常
盤

と

き

わ

稔
み
の
る

少
尉
、
鈴
木
金
次
郎
少
尉
、
清
原
康や

す

平ひ
ら

少
尉
指
揮
下
の
第
一
師
団
第
三
連
隊
は
、
蹶
起
部
隊
中
最
大
兵
力
で
約
五
〇
〇

名
。
午
前
五
時
に
警
視
庁
各
出
入
り
口
を
封
鎖
し
、
特
別
警
備
隊
屯
所
を
機
関
銃
隊
と
軽
機
関
銃
隊
で
包
囲
し
ま
し
た
。

三
宅
坂
・
虎
の
門
・
日
比
谷
方
面
に
向
か
う
道
筋
の
要
所
に
歩
哨
線
を
布
い
て
、
部
署
配
置
が
済
ん
だ
後
に
野
中
大
尉

と
常
盤

と

き

わ

少
尉
が
特
別
警
備
隊
の
隊
長
に
面
会
し
警
視
庁
の
明
渡
し
を
要
請
し
ま
し
た
。
拳
銃
し
か
装
備
の
無
い
特
別
警

備
隊
は
庁
舎
を
野
中
部
隊
に
引
渡
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
野
中
大
尉
は
清
原
少
尉
に
、
警
視
庁
屋
上
に
上
っ
て
宮
城
内

か
ら
の
手
旗
信
号
を
受
信
せ
よ
と
命
じ
、
清
原
少
尉
は
手
旗
信
号
の
通
信
兵
数
名
を
従
え
て
屋
上
の
望
楼
に
上
り
宮
城

を
睨
ん
で
い
ま
し
た
が
、
予
定
時
間
を
過
ぎ
て
も
信
号
が
見
え
ず
、
遂
に
待
ち
呆
け
だ
っ
た
と
後
日
証
言
し
て
い
ま
す
。 

高
橋
是
清
蔵
相
襲
撃
：
高
橋
蔵
相
は
陸
海
軍
一
律
削
減
予
算
案
を
提
出
し
陸
相
が
過
大
な
削
減
と
抵
抗
す
る
も
、
蔵
相

は
こ
れ
を
拒
否
し
て
陸
軍
の
恨
み
を
買
い
ま
し
た
。
中
橋
部
隊
は
近
衛
師
団
第
三
連
隊
第
七
中
隊
一
三
八
名
で
、
之
を

二
分
し
て
宮
城
守
衛
控
兵

ひ
か
え
へ
い

要
員
七
五
名
は
今
泉
義
道
少
尉
指
揮
下
で
邸
前
に
待
機
し
、
中
橋
中
尉
と
中
島
莞
爾
少
尉
が

突
入
部
隊
六
三
名
を
率
い
て
午
前
五
時
に
邸
内
に
侵
入
し
ま
し
た
。
蒲
団
に
端
座
し
た
高
橋
蔵
相
を
中
橋
自
ら
が
拳
銃

数
弾
発
射
し
、
中
島
少
尉
が
軍
刀
で
止と

ど

め
を
刺
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
中
橋
中
尉
は
今
泉
少
尉
と
共
に
宮
城
守
衛
控
兵

七
五
名
を
率
い
て
宮
城
に
向
い
、
中
島
少
尉
は
首
相
官
邸
襲
撃
の
応
援
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。 

宮
城
占
拠
の
失
敗
：
４
中
橋
中
尉
と
今
泉
少
尉
は
高
橋
邸
襲
撃
後
、
宮
城
守
衛
控
兵
を
率
い
て
半
蔵
門
に
到
着
し
、「
緊 

急
事
態
発
生
の
為
に
控
兵

ひ
か
え
へ
い

出
動
」
と
告
げ
て
入
城
し
ま
し
た
。
六
時
に
は
皇
居
警
備
司
令
本
部
よ
り
皇
居
守
衛
隊
司
令 

官
・
門
間
健
太
郎
少
佐
宛
に
「
安
藤
大
尉
指
揮
下
約
五
百
名
の
部
隊
が
重
臣
邸
を
襲
撃
中
」
の
緊
急
連
絡
が
入
り
ま
し 

た
の
で
門
間
司
令
官
は
中
橋
中
尉
の
守
衛
控
兵
を
反
乱
軍
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
橋
中
尉
が
門
間
司
令
官 

に
坂
下
門
警
備
を
願
い
出
ま
し
た
が
司
令
官
は
首
都
騒
乱
の
連
絡
を
受
け
て
宮
城
内
の
警
備
手
配
に
多
忙
を
極
め
て
、 

中
橋
隊
に
警
備
許
可
を
出
す
迄
に
一
時
間
三
〇
分
を
要
し
、
よ
う
や
く
今
泉
部
隊
は
午
前
七
時
三
〇
分
頃
坂
下
門
の
警 

備
配
置
に
就
き
ま
し
た
。
司
令
官
の
命
令
を
漫
然

ま
ん
ぜ
ん

と
待
ち
続
け
た
此
の
一
時
間
三
〇
分
の
空
費
は
致
命
的
で
し
た
。 

中
橋
中
尉
が
警
視
庁
屋
上
に
向
け
て
手
旗
信
号
を
送
り
出
し
た
の
は
午
前
八
時
頃
に
な
り
、
こ
の
時
既
に
警
視
庁
屋
上 

で
宮
城
か
ら
の
連
絡
を
待
ち
続
け
て
い
た
清
原
少
尉
が
諦
め
て
屋
上
か
ら
去
っ
た
後
で
し
た
。
中
橋
中
尉
は
一
人
で
石 

垣
の
土
手
の
上
で
警
視
庁
占
拠
隊
に
向
っ
て
手
旗
信
号
を
送
り
続
け
ま
し
た
。
そ
の
頃
門
間
司
令
官
の
下
に
中
橋
中
尉 
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も
事
件
の
一
味
と
の
通
報
が
届
き
、
門
間
司
令
官
は
片
岡
栄

さ
か
え

特
務
曹
長
に
中
橋
を
拘
引
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。 

片
岡
曹
長
は
手
旗
信
号
を
送
る
中
橋
を
発
見
し
咄
嗟
に
反
乱
軍
と
の
合
図
と
思
い
、
中
橋
中
尉
を
羽
交
締
め
し
な
が
ら 

控
所
に
連
行
し
ま
し
た
。
門
間
司
令
官
が
外
出
し
て
い
た
為
、
控
所
に
い
た
衛
兵
副
司
令
官
・
大
高
少
尉
に
引
渡
し
ま 

し
た
。
大
高
と
中
橋
が
拳
銃
を
手
に
睨
み
合
っ
て
大
高
が
拘
束
を
逡
巡
し
て
い
る
間
に
、
中
橋
は
宮
城
占
拠
を
諦

あ
き
ら

め
て
、 

門
間
司
令
官
に
会
う
と
言
い
捨
て
て
控
所
を
出
て
、
宮
城
を
脱
出
し
首
相
官
邸
に
入
り
ま
し
た
。 

中
橋
中
尉
と
野
中 

大
尉
の
間
の
連
絡
ミ
ス
に
つ
い
て
、
松
本
清
張
は
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
ま
す
。「
中
橋
中
尉
と
野
中
大
尉
が
約
束
し 

た
信
号
発
信
の
時
間
は
六
時
半
～
七
時
頃
と
推
定
す
る
、
中
橋
の
信
号
発
信
は
八
時
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
中
橋
の
使
命
は 

門
間
司
令
官
の
配
置
命
令
を
待
つ
事
で
は
な
く
素
早
く
野
中
隊
と
連
絡
を
取
り
、
野
中
隊
を
宮
城
に
導
く
事
で
あ
っ
た
。 

中
橋
の
逡
巡
原
因
を
推
測
す
れ
ば
第
一
に
、
野
中
部
隊
を
導
入
す
れ
ば
当
然
宮
城
守
備
隊
と
戦
闘
に
な
る
。
中
橋
の
心 

に
天
皇
が
住
ま
う
宮
城
内
で
の
激
闘
に
対
す
る
軍
人
的
恐
懼

き
ょ
う
く

（
恐
れ
畏
ま
る
）
が
湧
き
、
そ
れ
が
恐
怖
心
に
移
行
し
て 

逡
巡
し
た
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
宮
城
占
拠
の
大
役
の
直
前
に
自
ら
の
手
で
蔵
相
を
狙
撃
し
た
。
そ
の
行
為
は
精
神 

的
な
精
力
消
耗
に
な
り
行
動
が
緩
慢
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」 

確
か
に
中
橋
中
尉
と
清
原
少
尉
と
の
間
で
連
絡
が
つ 

い
て
い
れ
ば
野
中
大
尉
率
い
る
部
隊
が
宮
城
を
占
拠
し
て
天
皇
を
手
中
に
収
め
て
天
皇
と
重
臣
の
連
絡
を
遮
断
し
た
上 

で
、
革
新
内
閣
を
作
っ
て
昭
和
維
新
に
邁
進
す
る
構
想
が
実
現
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。 

鈴
木
貫
太
郎
侍
従
長
襲
撃
：
鈴
木
侍
従
長
は
君
側
の
奸
と
し
て
襲
撃
を
受
け
ま
し
た
。
安
藤
部
隊
は
、
二
〇
四
名
を
率

い
て
午
前
五
時
に
襲
撃
を
開
始
し
ま
し
た
。
鈴
木
侍
従
長
は
複
数
の
銃
弾
を
受
け
て
瀕
死
の
重
傷
を
負
い
な
が
ら
妻
の

鈴
木
タ
カ
の
懇
願
に
よ
り
安
藤
大
尉
は
止
め
を
刺
さ
ず
に
去
り
、
侍
従
長
は
一
命
を
取
り
留
め
ま
し
た
。 

齊
藤
實

ま
こ
と

内
大
臣
襲
撃
：
齊
藤
内
大
臣
は
天
皇
側
近
と
し
て
襲
撃
さ
れ
ま
し
た
。
坂
井
直

な
お
し

中
尉
部
隊
は
第
一
師
団
第
三

連
隊
二
一
〇
名
を
率
い
て
午
前
五
時
に
齊
藤
私
邸
に
乱
入
し
て
、
齊
藤
内
大
臣
は
銃
撃
を
受
け
て
絶
命
し
ま
し
た
。 

渡
辺
錠
太
郎
教
育
総
監
襲
撃
： 

齊
藤
内
大
臣
襲
撃
後
に
引
続
い
て
安
田
優

ゆ
た
か

少
尉
と
高
橋
太
郎
少
尉
が
兵
三
十
名
を
率

い
て
、
午
前
六
時
半
過
ぎ
に
渡
辺
私
邸
を
襲
撃
し
ま
し
た
。
渡
辺
は
、
陸
軍
士
官
学
校
事
件
後
に
真
崎
甚
三
郎
の
後
任

と
し
て
教
育
総
監
に
就
任
し
ま
し
た
。
渡
辺
は
、
国
体
明
徴
に
関
す
る
真
崎
教
育
総
監
の
訓
示
を
批
判
し
て
天
皇
機
関

説
の
擁
護
者
と
み
な
さ
れ
た
上
に
、
真
崎
の
追
放
劇
の
元
凶
と
さ
れ
て
銃
撃
に
よ
り
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。 

後
藤
文
夫
内
務
大
臣
襲
撃
：
後
藤
内
相
は
統
制
派
の
永
田
軍
務
局
長
に
協
力
し
た
と
し
て
襲
撃
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

鈴
木
金
次
郎
少
尉
が
警
視
庁
襲
撃
後
、
第
三
連
隊
の
一
部
を
率
い
て
内
相
官
邸
に
向
い
ま
し
た
が
、
内
相
本
人
が
外
出

中
で
失
敗
し
ま
し
た
。
後
藤
内
相
は
、
当
日
の
一
九
時
過
ぎ
に
宮
中
に
入
り
急
遽
首
相
代
理
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。 

牧
野
伸の

ぶ

顕あ
き

伯
爵
襲
撃
：
牧
野
伯
爵
は
欧
米
協
調
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
、
長
く
天
皇
の
側
近
の
地
位
に
あ
っ
た
為
に
襲

撃
さ
れ
ま
し
た
。
河
野
寿

ひ
さ
し

航
空
兵
大
尉
は
民
間
人
を
主
体
に
し
た
襲
撃
部
隊
八
人
を
指
揮
し
、
伯
爵
が
滞
在
す
る
湯
河

原
の
伊
藤
屋
旅
館
を
午
前
五
時
に
襲
撃
し
ま
し
た
。
河
野
大
尉
と
宮
田
晃

あ
き
ら

予
備
役
曹
長
は
応
対
に
出
た
皆
川
義
孝
巡
査

を
威
し
て
案
内
を
強
要
し
ま
し
た
が
、
皆
川
巡
査
に
よ
り
河
野
と
宮
田
が
銃
撃
さ
れ
、
後
方
の
隊
員
が
巡
査
を
射
殺
し

ま
し
た
。
襲
撃
隊
は
家
屋
に
放
火
し
て
伯
爵
を
捕
え
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
家
中
の
者
た
ち
に
混
じ
っ
て
伯
爵
も
脱
出

し
ま
し
た
。
銃
撃
さ
れ
て
負
傷
し
た
河
野
大
尉
は
入
院
先
で
自
決
し
ま
し
た
。 

西
園
寺
公
襲
撃
：
西
園
寺
公
は
真
崎
新
内
閣
組
閣
の
為
に
利
用
価
値
が
あ
る
と
し
て
襲
撃
に
躊
躇
し
ま
し
た
が
、
西
田

税
み
つ
ぎ

や
磯
部
が
強
硬
に
主
張
し
て
襲
撃
が
決
定
し
、
磯
部
が
豊
橋
陸
軍
教
導
学
校
で
過
激
皇
道
派
の
對
馬

つ

し

ま

勝
雄
中
尉
・
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竹
嶌

た
け
し
ま

継
夫

つ

ぎ

お

中
尉
に
西
園
寺
公
襲
撃
を
指
示
し
ま
し
た
。
對
馬
中
尉
の
同
僚
の
板
垣
徹

と
お
る

中
尉
が
断
乎
反
対
し
た
為
、
西
園

寺
公
襲
撃
は
中
止
と
な
り
、
對
馬
中
尉
と
竹
嶌
中
尉
の
み
が
上
京
し
て
蹶
起
に
参
加
し
ま
し
た
。 

 

陸
軍
省
、
陸
軍
大
臣
官
邸
、
参
謀
本
部
：
丹
生

に

う

誠
忠

ま
さ
た
だ

中
尉
が
指
揮
す
る
第
一
師
団
第
一
連
隊
は
、
一
七
〇
名
を
率
い
て 

午
前
五
時
、
陸
軍
省
、
陸
軍
大
臣
官
邸
、
参
謀
本
部
の
各
門
に
機
関
銃
隊
・
軽
機
関
銃
隊
を
配
置
し
て
歩
哨
線
を
固
め 

た
上
で
、
各
要
所
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
憲
兵
隊
を
排
除
し
て
、
所
謂
「
三
宅
坂
上
」
一
帯
を
占
拠
し
ま
し
た
。 

⑶ 

二
月
二
六
日
：
川
島
義
之
陸
相
並
び
に
軍
事
参
議
官
と
の
交
渉
： 

蹶
起
隊
の
幹
部
の
香
田
清
貞
大
尉
・
村
中
孝た

か

次じ

・
磯
部
浅あ

さ

一い
ち

は
、
各
襲
撃
部
隊
が
出
発
後
、
護
衛
の
下
士
官
三
名
を
従

え
て
陸
相
官
邸
の
応
接
間
に
入
り
、
六
時
四
〇
分
頃
か
ら
川
島
陸
相
と
の
会
談
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
七
時
頃
迄
に
入

っ
た
襲
撃
状
況
を
川
島
陸
相
に
披
露
し
な
が
ら
蹶
起
し
た
計
画
概
要
を
説
明
し
、
蹶
起
趣
意
書
を
朗
読
し
て
、
①
蹶
起

趣
意
書
を
国
民
に
周
知
し
国
民
の
動
揺
を
防
せ
ぐ
事 

②
近
衛
師
団
長
、
第
一
師
団
長
、
警
備
司
令
官
を
招
集
し
て
皇

軍
相
撃
つ
事
態
を
防
止
す
る
等
を
要
求
し
ま
し
た
。
午
前
八
時
三
〇
分
迄
に
は
中
橋
中
尉
の
宮
城
占
拠
失
敗
が
明
白
に

な
り
、
残
る
望
み
は
陸
相
と
の
会
談
交
渉
に
よ
り
蹶
起
部
隊
の
要
求
が
ど
こ
ま
で
貫
徹
で
き
て
昭
和
維
新
の
実
現
に
向

う
の
か
、
偏

ひ
と
え

に
川
島
陸
相
と
の
政
治
折
衝
の
成
否
に
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
午
前
七
時
三
〇
分
過
ぎ
か
ら
九
時
頃
に
か

け
て
、
皇
道
派
の
将
官
が
蹶
起
部
隊
の
要
請
を
受
け
て
陸
相
官
邸
に
入
り
ま
し
た
。
真
崎
甚
三
郎
は
当
日
の
午
前
四
時

三
〇
分
に
は
事
件
の
発
生
を
知
り
、
直
ち
に
加
藤
寛ひ

ろ

治は
る

海
軍
大
将
に
電
話
で
「
伏
見
宮
博ひ

ろ

恭や
す

王お
う

海
軍
軍
令
部
総
長
に
時

局
収
拾
策
を
天
皇
に
上
奏
す
る
役
割
を
お
願
い
し
た
い
」
と
加
藤
に
伝
え
た
後
、
午
前
八
時
三
〇
分
過
ぎ
に
陸
相
官
邸

に
入
っ
た
の
で
し
た
。
磯
部
が
真
崎
に
「
閣
下
、
統
帥
権
干
犯
の
賊
類
を
討
つ
た
め
に
蹶
起
し
ま
し
た
。
ど
う
か
善
処

し
て
頂
き
た
い
」
と
告
げ
る
と
、
真
崎
は
「
と
う
〱
や
っ
た
か
。
お
前
達
の
心
は
ヨ
ヲ
ッ
わ
か
っ
と
る
」
と
頷

う
な
ず

き
な
が

ら
邸
内
に
入
り
ま
し
た
。
磯
部
と
し
て
は
「
現
内
閣
を
潰
す
大
手
術
は
終
わ
り
ま
し
た
。
後
は
真
崎
大
将
に
軍
部
主
導

に
よ
る
国
家
改
造
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
っ
た
阿
吽

あ

う

ん

の
呼
吸
の
問
答
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
川
島
陸
相
は
無
定
見
と

評
さ
れ
た
程
に
ウ
ロ
ウ
ロ
す
る
ば
か
り
で
し
た
の
で
、
真
崎
が
川
島
に
直
ち
に
参
内
し
て
緊
急
事
態
に
つ
い
て
状
況
を

上
奏
す
る
よ
う
に
促
が
し
ま
し
た
。
午
前
九
時
過
ぎ
に
川
島
陸
相
は
天
皇
に
拝
謁
し
て
情
況
を
説
明
し
て
蹶
起
部
隊
の

蹶
起
趣
意
書
を
読
み
上
げ
ま
し
た
。
天
皇
は
「
何
故
そ
の
よ
う
な
も
の
を
読
み
聞
か
せ
る
の
か
。
速
や
か
に
事
件
を
鎮

圧
せ
よ
」
と
命
じ
ら
れ
、
こ
の
時
、
既
に
天
皇
は
各
重
臣
の
被
害
状
況
を
知
ら
さ
れ
て
憤
激
し
、
蹶
起
部
隊
を
叛
乱
軍

と
み
な
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
真
崎
は
そ
の
後
伏
見
宮
邸
に
向
い
、
午
前
九
時
三
〇
分
過
ぎ
に
加
藤
海
軍
大
将
と
共
に

伏
見
宮
軍
令
部
総
長
に
面
会
し
て
、
事
態
収
拾
に
つ
い
て
天
皇
に
奏
上
す
る
内
容
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
そ
の
後

真
崎
と
加
藤
は
伏
見
宮
総
長
に
供
奉

ぐ

ぶ

し
て
参
内
し
伏
見
宮
総
長
が
天
皇
に
拝
謁
し
「
速
や
か
に
新
内
閣
を
組
織
し
、
昭

和
維
新
の
詔
勅
を
渙
発
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
上
申
し
ま
し
た
が
、
天
皇
は
「
朕
の
意
見
は
宮
内
大
臣
に
話
し
置
け
り
。

伏
見
宮
か
ら
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
聞
く
と
は
心
外
な
り
」
と
伏
見
宮
総
長
は
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

真
崎
は
伏
見
宮
総
長
よ
り
天
皇
の
激
怒
を
聴
い
て
若
手
将
校
の
守
護
者
か
ら
一
転
し
て
青
年
将
校
に
対
し
て
一
歩
退
い

た
慎
重
な
態
度
に
変
心
し
ま
し
た
。 

午
前
一
一
時
に
真
崎
は
、
川
島
陸
相
に
指
示
し
て
軍
事
参
議
官
会
議
を
招
集
さ
せ
ま
し
た
。
参
議
官
会
議
で
は
穏
便
に 

事
態
を
収
拾
す
る
為
に
蹶
起
部
隊
に
対
す
る
告
示
を
起
案
し
て
陸
軍
大
臣
名
義
で
告
示
し
ま
し
た
。 

告
示
：
一
、
蹶
起
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
天
聴
に
達
せ
ら
れ
た
り 

二
、
諸
氏
の
行
動
は
国
体
顕
現
の
至
情
に
基
づ
く
も
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の
と
認
め
る 

三
、
国
体
の
真
姿
顕
現
の
現
況
（
弊
風
を
も
含
む
）
に
つ
い
て
は
恐
懼
に
堪
え
ず 

四
、
各
軍
事
参
議

官
も
一
致
し
て
右
の
趣
旨
に
よ
り
邁
進
す
る
こ
と
を
申
合
せ
た
り 

五
、
こ
れ
以
外
は
一
に
大
御
心
に
ま
つ 

山
下
少
将
が
蹶
起
部
隊
の
代
表
者
に
こ
の
告
示
を
繰
返
し
読
み
上
げ
て
、
多
く
の
将
校
等
は
蹶
起
が

公
お
お
や
け

に
認
め
ら
れ

た
と
歓
喜
し
、
更
に
第
四
項
に
よ
り
陸
軍
上
層
部
も
自
分
達
を
応
援
し
て
く
れ
る
と
解
釈
し
た
の
で
し
た
。
午
後
三
時

に
香
椎

か

し

い

浩こ
う

平へ
い

東
京
警
備
司
令
官
は
、
蹶
起
部
隊
の
占
領
地
域
を
含
む
第
一
師
団
管
区
に
戦
時
警
備
を
下
令
し
ま
し
た
。

戦
時
警
備
と
は
戦
時
ま
た
は
事
変
に
際
し
て
軍
隊
兵
力
を
以
て
重
要
な
施
設
・
資
源
の
擁
護
に
併
せ
て
一
般
の
治
安
維

持
に
当
る
警
備
を
意
味
し
、
戒
厳
令
布
告
に
先
立
つ
軍
隊
側
の
準
備
措
置
で
し
た
。
午
後
四
時
に
、
戦
時
警
備
令
に
基

づ
い
て
第
一
師
団
命
令
が
下
り
、
蹶
起
部
隊
は
第
一
師
団
第
三
連
隊
長
・
渋
谷

し

ぶ

や

三
郎
大
佐
の
指
揮
下
に
置
か
れ
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
蹶
起
部
隊
は
、
新
た
に
出
動
す
る
第
一
師
団
の
部
隊
と
共
に
、
蹶
起
部
隊
が
占
拠
し
て
い
る
地
域
を
警
備
す

る
任
務
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
午
後
七
時
過
ぎ
に
、
後
藤
文
夫
内
相
が
難
を
逃
れ
て
都
内
を
転
々
と
し
た
後
、
宮
中
に

入
り
急
遽
首
相
代
理
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
首
相
任
命
時
に
天
皇
は
「
速
や
か
に
暴
徒
を
鎮
圧
せ
よ
。
秩
序
回
復
す
る

迄
職
務
に
精
励
す
べ
し
」
と
後
藤
に
命
じ
、
こ
の
時
初
め
て
天
皇
は
蹶
起
部
隊
を
暴
徒
・
叛
乱
部
隊
と
す
る
意
思
を
公

に
宣
言
し
ま
し
た
。
後
藤
首
相
代
理
は
初
閣
議
で
戒
厳
令
施
行
を
決
定
し
、
翌
二
七
日
午
前
二
時
五
〇
分
に
行
政
戒
厳

令
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
午
後
九
時
に
、
陸
相
官
邸
に
於
い
て
主
だ
っ
た
叛
乱
軍
将
校
と
軍
事
参
議
官
が
会
談
し
ま
し

た
。
磯
部
が
真
崎
に
再
三
昭
和
維
新
内
閣
建
設
を
要
望
し
ま
し
た
が
、
叛
乱
軍
に
対
す
る
天
皇
の
意
向
を
知
っ
た
真
崎
は

こ
れ
を
拒
否
し
、
荒
木
貞
夫
が
「
諸
官
の
趣
旨
は
天
聴
に
達
し
て
い
る
。
我
々
も
十
分
努
力
す
る
の
で
、
ま
ず
兵
を
解

散
す
べ
し
。
」
と
の
発
言
に
対
し
て
磯
部
は
「
我
々
が
兵
を
解
散
す
れ
ば
、
い
か
な
る
こ
と
に
な
る
の
か
不
明
の
為
、
我
々

が
兵
を
保
持
す
る
間
に
趣
旨
を
貫
徹
し
た
い
」
と
反
論
し
ま
し
た
。
実
際
に
こ
の
時
期
に
は
叛
乱
軍
を
包
囲
す
る
第
一

師
団
の
第
四
九
連
隊
（
甲
府
）
や
第
五
七
連
隊
（
佐
倉
）
は
到
着
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
反
乱
軍
側
も
宮
城
占
拠
が

失
敗
し
、
昭
和
維
新
内
閣
建
設
も
肝
心
の
真
崎
が
消
極
的
な
態
度
に
終
始
し
、
更
に
自
分
等
が
蹶
起
す
れ
ば
全
国
の
同

志
将
校
が
立
ち
上
が
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
し
た
が
、
何
ら
反
応
の
無
い
現
在
、
磯
部
等
も
具
体
的
な
要
求
す
ら
も
出

す
事
が
出
来
ず
、
こ
の
会
談
は
抽
象
論
に
終
始
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

⑷ 

二
月
二
七
日
：
体
制
側
は
徐
々
に
態
勢
を
立
直
し
始
め
た
。 

午
前
二
時
五
〇
分
行
政
戒
厳
令
が
公
布
さ
れ
、
香
椎

か

し

い

中
将
が
戒
厳
司
令
官
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
が
、
青
年
将
校
達
が
望 

ん
で
い
た
「
戒
厳
令
に
よ
る
軍
政
権
樹
立
」
で
は
な
く
武
力
鎮
圧
の
姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
し
た
。
午
前
八
時
二
〇
分

に
杉
山
参
謀
次
長
が
参
内
し
て
叛
乱
部
隊
を
排
除
す
る
統
帥
命
令
を
上
奏
し
、
天
皇
は
直
ち
に
裁
可
し
ま
し
た
。
統
帥

命
令
：
戒
厳
司
令
官
は
三
宅
坂
付
近
を
占
拠
す
る
将
校
以
下
を
速

す
み
や

か
に
排
除
し
、
各
所
属
部
隊
に
復
帰
せ
し
む
べ
し
。 

 

参
謀
本
部
総
長
が
叛
乱
軍
を
処
置
す
る
統
帥
命
令
を
受
け
て
戒
厳
司
令
官
に
奉
勅
命
令
と
し
て
伝
達
し
ま
し
た
。
本
庄

繁
侍
従
武
官
長
は
「
奉
勅
命
令
と
同
時
に
、
蹶
起
し
た
将
校
の
行
動
は
君
恩
を
思
う
心
情
か
ら
出
た
も
の
で
、
そ
の
精

神
だ
け
で
も
認
め
て
も
ら
い
た
い
」
と
天
皇
に
上
奏
し
ま
し
た
が
、
天
皇
は
「
朕
が
股
肱
の
老
臣
を
殺
戮

さ
つ
り
く

す
、
こ
の
如

き
狂
暴
の
将
校
な
ど
、
そ
の
精
神
に
於
い
て
も
何
の
恕
す
べ
き
も
の
あ
り
や
」
と
一
蹴
す
る
と
共
に
、
叛
乱
軍
の
鎮
定

状
況
を
何
度
も
本
庄
侍
従
武
官
長
に
問
い
質た

だ

し
ま
し
た
。
午
後
〇
時
四
五
分
に
現
状
報
告
で
拝
謁
し
た
川
島
陸
相
に
対

し
て
、
さ
っ
ぱ
り
進
ま
な
い
鎮
圧
に
い
ら
い
ら
し
た
天
皇
は
「
朕
自
ら
近
衛
師
団
を
率
い
て
此
れ
が
鎮
定
に
当
ら
ん
」

と
強
い
意
志
を
表
明
し
暴
徒
鎮
圧
の
指
示
を
繰
返
し
ま
し
た
。 

５
磯
部
浅あ

さ

一い
ち

が
首
相
官
邸
に
廻
っ
た
時
、
西
田
税

み
つ
ぎ

か
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ら
電
話
で
北
一
輝
の
霊
示
と
し
て
『
人
無
し
、
勇
将
真
崎
あ
り
。
国
家
正
義
軍
の
為
に
号
令
し
、
正
義
軍
速

す
み
や

か
に
一
任

せ
よ
』
と
伝
え
て
き
ま
し
た
。
午
後
二
時
に
北
一
輝
の
霊
示
の
「
真
崎
一
任
」
の
件
で
野
中
大
尉
以
下
一
七
～
八
名
の

青
年
将
校
が
軍
事
参
議
官
と
の
会
見
を
要
請
し
、
三
人
の
参
議
官
、
真
崎
・
西
義
一

よ
し
か
ず

・
阿
部
信
行
が
陸
相
官
邸
に
入
り

ま
し
た
。「
村
中
孝た

か

次じ

調
書
」
に
よ
れ
ば
会
見
の
模
様
は
、
ま
ず
野
中
大
尉
が
代
表
し
て
「
事
態
の
収
拾
を
真
崎
将
軍
に

一
任
願
い
た
く
、
そ
の
措
置
は
全
参
議
官
と
全
青
年
将
校
と
の
一
致
し
た
意
見
と
し
て
上
奏
を
お
願
い
し
た
い
。
」
と
申

込
み
ま
し
た
が
、
真
崎
の
回
答
は
「
君
等
の
厚
意
は
有
難
い
が
奉
勅
命
令
が
下
さ
れ
た
。
収
拾
の
道
は
蹶
起
部
隊
が
原

隊
復
帰
あ
る
の
み
、
軍
事
参
議
官
に
は
収
拾
の
権
限
が
な
い
」
と
い
う
冷
た
い
対
応
で
、
青
年
将
校
等
は
初
め
て
事
態

は
既
に
暗
転
し
た
も
の
と
悟
り
ま
し
た
。
午
後
七
時
に
叛
乱
軍
は
戒
厳
部
隊
麹
町
地
区
警
備
隊
と
し
て
、
小
藤

こ

ふ

じ

大
佐
指

揮
下
に
入
る
と
の
戒
厳
作
戦
命
令
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
地
区
警
備
隊
に
な
る
と
い
う
事
は
、
正
規
の
統
帥
系
統
に
入
り
、

官
軍
に
な
っ
た
も
の
と
解
釈
し
て
歓
喜
す
る
叛
乱
軍
将
校
も
い
ま
し
た
が
、
後
に
香
椎
司
令
官
は
こ
の
措
置
を
「
鎮
定

の
た
め
の
方
便
」
と
弁
解
し
ま
し
た
。 

⑸ 

二
月
二
八
日
：
叛
乱
軍
に
対
す
る
包
囲
網
が
徐
々
に
完
成
に
向
う
展
開 

 

戒
厳
司
令
部
の
石
原
莞
爾
戒
厳
参
謀
は
奉
勅
命
令
を
受
け
て
、
二
八
日
未
明
に
は
戦
車
、
重
砲
、
爆
撃
機
を
含
む
二
万

四
千
名
の
兵
力
配
置
を
完
了
し
、
叛
乱
軍
向
け
の
包
囲
バ
リ
ケ
ー
ド
も
構
築
さ
れ
ま
し
た
。
午
前
五
時
に
石
原
参
謀
が
、

包
囲
軍
各
隊
の
命
令
受
領
者
を
集
め
て
「
軍
は
、
本
二
八
日
正
午
を
期
し
て
総
攻
撃
を
開
始
し
、
叛
乱
軍
を
全
滅
せ
ん

と
す
」
と
宣
言
し
、
続
い
て
爆
撃
隊
の
出
動
、
重
砲
の
砲
撃
、
地
上
部
隊
の
攻
撃
要
領
等
に
つ
い
て
戒
厳
命
令
を
伝
達

し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
香
椎
戒
厳
司
令
官
は
堀
丈
夫

た

け

お

第
一
師
団
長
か
ら
「
叛
乱
軍
の
撤
去
・
移
動
命
令
の
前
に
叛

乱
将
校
等
を
ま
ず
鎮
静
さ
せ
る
必
要
あ
り
」
と
し
て
叛
乱
軍
の
説
得
を
続
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
香
椎
司
令
官
の

意
向
を
受
け
て
、
満
井
佐
吉
中
佐
が
叛
乱
軍
に
占
拠
場
所
か
ら
撤
退
し
原
隊
に
戻
る
よ
う
に
説
得
し
て
い
ま
し
た
が
、

午
前
九
時
頃
戒
厳
司
令
部
に
戻
り
、
香
椎
司
令
官
に
叛
乱
軍
を
納
得
さ
せ
る
為
に
は
「
昭
和
維
新
断
行
の
必
要
性
・
維

新
詔
勅
の
渙
発
と
強
力
内
閣
の
要
請
が
必
要
」
と
進
言
し
ま
し
た
。
こ
の
進
言
を
受
け
て
香
椎
司
令
官
は
川
島
陸
相
、

杉
山
参
謀
次
長
等
を
招
集
し
ま
し
た
。
香
椎
司
令
官
は
「
蹶
起
部
隊
の
幹
部
将
校
は
、
昭
和
維
新
断
行
の
保
証
が
な
い

限
り
、
奉
勅
命
令
が
発
令
さ
れ
て
も
之
に
従
は
な
い
と
決
意
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
皇
軍
相
撃

あ
い
げ
き

と
な
り
皇
居
に
も
弾

丸
が
飛
び
、
付
近
の
外
国
公
館
に
損
害
を
与
え
、
一
般
市
民
も
負
傷
す
る
事
態
も
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
事
態
を
避
け
る
に
は
昭
和
維
新
断
行
の
御
聖
断
を
仰
ぐ
べ
く
、
香
椎

か

し

い

自
ら
が
参
内
し
て
上
奏
し
た
い
。
」
と
提
案
し
ま

し
た
。
杉
山
次
長
は
断
乎
反
対
し
て
武
力
鎮
圧
を
主
張
し
た
上
で
、
香
椎

か

し

い

司
令
官
が
今
迄
叛
乱
軍
に
好
意
を
示
し
過
ぎ

た
と
非
難
し
ま
し
た
。
即
ち
「
二
日
間
に
わ
た
り
原
隊
所
属
上
司
が
懇
切
に
諭さ

と

し
軍
の
長
老
も
身
を
屈
し
て
説
得
し
て

も
聞
く
耳
を
持
た
ず
、
最
早
こ
れ
以
上
は
軍
紀
を
維
持
す
る
上
で
も
許
し
難
い
。
ま
た
こ
の
期ご

に
及
ん
で
『
昭
和
維
新

断
行
の
勅
語
を
賜
わ
り
た
い
』
と
上
奏
す
る
な
ど
畏
れ
多
く
参
謀
本
部
と
し
て
は
断
じ
て
不
同
意
な
り
。
奉
勅
命
令
通

り
討
伐
す
べ
し
」
と
強
硬
に
主
張
し
ま
し
た
。
川
島
陸
相
も
香
椎

か

し

い

司
令
官
の
提
案
に
反
対
し
た
の
で
、
香
椎

か

し

い

司
令
官
も

討
伐
断
行
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
討
伐
断
行
の
結
論
を
得
て
石
原
参
謀
が
早
速
攻
撃
開
始
命
令
を
発
し

よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
香
椎

か

し

い

司
令
官
が
叛
乱
軍
の
直
属
上
司
の
小
藤

こ

ふ

じ

大
佐
と
堀
第
一
師
団
長
を
呼
び
出
し
て
奉
勅
命
令

通
り
討
伐
す
る
旨
、
伝
え
た
と
こ
ろ
堀
師
団
長
は
「
奉
勅
命
令
は
今
暫
く
お
待
ち
願
い
た
い
。
攻
撃
を
実
行
す
る
に
困

難
な
る
こ
と
も
あ
り
、
第
一
線
で
説
得
す
る
時
間
が
ほ
し
い
」
と
懇
願
し
ま
し
た
。
午
前
一
〇
時
五
〇
分
頃
、
堀
師
団
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長
と
山
下
奉と

も

文ゆ
き

少
将
が
、
叛
乱
軍
将
校
が
集
合
し
て
い
る
陸
相
官
邸
に
行
き
、
奉
勅
命
令
が
出
る
の
は
時
間
の
問
題
で

あ
る
と
叛
乱
軍
将
校
に
告
げ
て
、
こ
の
際
潔
く
撤
退
す
べ
し
と
説
得
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
磯
部
、
村
中
、
香
田
、

栗
原
が
今
後
い
か
に
す
る
か
を
協
議
し
ま
し
た
。
栗
原
中
尉
が
「
再
三
に
奉
勅
命
令
が
出
る
と
か
言
う
が
御
上
の
ご
意

向
が
一
向
に
判
ら
な
い
。
香
椎
司
令
官
を
通
し
て
御
上
に
お
伺
い
し
て
死
を
賜
る
と
い
う
の
な
ら
下
士
官
や
兵
士
は
原

隊
に
戻
し
て
将
校
だ
け
は
自
決
し
よ
う
。
自
決
の
場
に
勅
使
の
御
差
遣

さ

け

ん

が
頂
け
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
」
と
提
案
し
ま
し
た
。

叛
乱
軍
将
校
の
提
案
に
山
下
等
も
同
意
し
て
、
早
速
川
島
陸
相
の
仲
介
で
本
庄
侍
従
武
官
長
が
天
皇
に
上
奏
し
ま
し
た
。

天
皇
は
「
自
殺
す
る
な
ら
ば
勝
手
に
為
す
べ
く
、
こ
の
如
き
者
に
勅
使
な
ど
以
て
の
外
な
り
。
堀
丈
夫

た

け

お

師
団
長
が
積
極
的

に
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
う
の
は
、
自
ら
の
責
任
を
解
さ
な
い
も
の
な
り
」
と
激
怒
し
拒
絶
さ
れ
ま
し
た
。
天
皇

が
堀
師
団
長
を
名
指
し
で
激
怒
す
る
様
を
伝
え
聞
い
た
香
椎

か

し

い

司
令
官
は
恐
懼
し
て
、
叛
乱
部
隊
攻
撃
を
決
意
せ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
で
し
た
。
天
皇
の
意
向
を
知
っ
た
反
乱
軍
将
校
等
は
午
後
二
時
頃
「
下
士
官
及
び
兵
士
は
原
隊
に
戻
し
、
将

校
は
自
決
」
と
決
定
し
て
安
藤
輝
三
大
尉
に
伝
え
る
と
、
安
藤
大
尉
と
そ
の
隊
員
一
同
は
絶
対
反
対
を
唱
え
て
、
間
近

に
対
峙
し
た
近
衛
師
団
に
相
手
が
発
砲
す
れ
ば
直
ち
に
応
戦
す
る
態
勢
を
取
り
ま
し
た
。
午
後
四
時
に
討
伐
命
令
を
拝

受
し
た
香
椎

か

し

い

司
令
官
は
鎮
圧
準
備
を
命
令
し
ま
し
た
が
、
武
力
行
使
に
は
既
に
遅
す
ぎ
る
と
し
て
明
朝
に
延
期
し
て
、

「
第
一
師
団
と
近
衛
兵
師
団
は
明
二
九
日
午
前
五
時
迄
に
攻
撃
開
始
す
る
準
備
を
整
え
、
九
時
に
攻
撃
を
開
始
し
、
戦

闘
地
域
内
の
敵
を
掃
討
す
べ
し
。
」
と
す
る
武
力
鎮
圧
の
命
令
を
下
し
ま
し
た
。 

⑹ 

二
月
二
九
日
：
終
局 

 

午
前
五
時
一
〇
分
討
伐
命
令
が
発
せ
ら
れ
午
前
八
時
三
〇
分
に
攻
撃
開
始
命
令
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
投
降
を
呼
び
か

け
る
ビ
ラ
が
飛
行
機
で
散
布
さ
れ
ま
し
た
。
山
王
ホ
テ
ル
に
将
校
が
集
合
し
て
対
応
を
協
議
し
、
徹
底
抗
戦
を
諦
め
て

兵
士
を
原
隊
に
戻
す
事
に
決
定
し
、
叛
乱
部
隊
の
将
校
以
外
の
兵
士
は
午
後
二
時
迄
に
原
隊
に
収
容
さ
れ
ま
し
た
。 

将
校
全
員
は
陸
相
官
邸
に
集
合
し
、
野
中
大
尉
が
法
廷
で
真
相
を
明
ら
か
に
す
べ
し
と
説
い
て
全
員
、
法
廷
闘
争
を
決

意
し
ま
し
た
。
野
中
大
尉
は
前
直
属
上
司
の
井
出
宣の

ぶ

時と
き

大
佐
に
「
蹶
起
部
隊
代
表
者
の
進
退
は
如
何
に
」
と
忠
告
さ
れ

て
拳
銃
で
自
決
し
ま
し
た
。 

⑺ 

事
件
当
事
者
の
裁
判 

① 

将
校
・
下
士
官
・
兵
士
の
判
決
：
昭
和
一
一
年
七
月
五
日
付 

死
刑
一
七
名 

禁
固
刑
二
七
名 

② 

北
輝
次
郎
（
北
一
輝
）
・
西
田
税
の
判
決
：
昭
和
一
二
年
八
月
一
四
日
付 

死
刑 

 

北
一
輝
と
西
田
の
事
件
に
対
す
る
直
接
的
関
与
は
、
西
田
を
介
し
て
「
真
崎
新
内
閣
設
立
」
を
電
話
で
助
言
し
た
程

度
で
し
た
が
、
北
一
輝
は
「
こ
の
事
件
に
は
何
ら
関
係
な
い
が
、
私
の
本
を
愛
読
し
た
連
中
が
や
っ
た
の
で
例
え
無

罪
放
免
に
な
っ
て
も
、
そ
の
諸
君
の
後
を
追
い
自
決
す
る
」
と
言
い
残
し
ま
し
た
。 

③ 

予
備
役
大
将
・
真
崎
甚
三
郎
の
判
決
：
昭
和
一
二
年
九
月
二
五
日
付 

無
罪 

判
決
主
文
：
青
年
将
校
を
教
唆

き
ょ
う
さ

扇
動

せ
ん
ど
う

し
て
蹶
起
を
促
が
し
た
真
崎
は
将
校
と
の
共
謀
関
係
は
深
い
と
し
て
そ
の
行
動

を
犯
罪
事
実
と
認
定
し
な
が
ら
も
『
然
る
に
こ
れ
が
叛
乱
者
を
幇
助
す
る
の
意
思
よ
り
出
で
た
る
行
為
な
り
と
認
定

す
べ
き
証
拠
は
十
分
な
ら
ず
。
よ
っ
て
本
件
は
無
罪
と
す
』 
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⑻ 

二
・
二
六
事
件
の
総
括 

 
 

磯
部
等
の
計
画
は
、
現
在
の
支
配
者
層
を
潰
す
迄
の
計
画
で
、
そ
の
後
の
政
治
改
革
は
「
全
国
に
戒
厳
令
を
敷
い
て 

真
崎
を
首
班
と
す
る
暫
定
内
閣
を
作
り
、
天
皇
の
大
権
の
発
動
に
よ
り
国
家
改
造
に
邁
進
す
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。 

政
治
改
革
の
大
前
提
は
天
皇
の
身
柄
の
確
保
と
革
命
に
対
す
る
真
崎
大
将
の
信
念
に
あ
り
ま
し
た
。 

① 

天
皇
の
確
保
に
失
敗
：
中
橋
は
宮
城
内
に
入
る
や
直
ち
に
、
手
旗
信
号
の
よ
う
な
手
ぬ
る
い
手
段
で
な
く
狼
煙

の

ろ

し

で
も

上
げ
れ
ば
警
視
庁
占
拠
班
が
宮
城
内
に
乱
入
し
た
で
し
ょ
う
。
中
橋
が
最
重
要
目
標
の
天
皇
確
保
に
失
敗
し
、
そ
の

後
天
皇
が
叛
乱
部
隊
の
征
伐
に
強
い
意
志
を
示
す
や
真
崎
は
変
心
し
ま
し
た
。 

② 

重
臣
等
の
殺
害
：
重
臣
等
殺
害
の
動
機
は
「
元
老
や
重
臣
は
国
民
の
敵
」
で
し
た
が
、
重
臣
を
殺
害
し
た
為
に
交
渉 

相
手
が
陸
軍
大
臣
の
み
と
な
り
、
天
皇
の
憎
悪
を
増
し
た
だ
け
で
し
た
。
手
足
の
無
い
陸
軍
大
臣
相
手
で
は
埒ら

ち

が
あ 

く
筈は

ず

も
な
く
、
天
皇
と
重
臣
を
隔
離
し
た
上
で
重
臣
と
交
渉
す
れ
ば
、
成
功
の
余
地
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

⑼ 

事
件
後
の
影
響
：
二
・
二
六
事
件
は
計
画
自
体
が
杜
撰

ず

さ

ん

で
失
敗
に
終
っ
た
も
の
の
、
次
期
首
相
の
広
田
弘
毅
の
組
閣
に

際
し
て
陸
軍
大
臣
内
定
者
の
寺
内
寿
一
は
、
英
米
派
と
か
反
軍
部
的
な
理
由
で
次
々
と
大
臣
候
補
者
を
忌
避
し
て
軍
部

の
思
い
通
り
に
人
選
し
た
内
閣
を
作
り
、
次
い
で
陸
軍
大
臣
現
役
制
の
復
活
に
よ
り
軍
部
の
都
合
の
良
い
内
閣
を
作
る

最
大
の
武
器
を
獲
得
し
ま
し
た
。 

事
件
後
に
皇
道
派
を
一
掃
し
た
統
制
派
が
陸
軍
中
央
の
実
権
を
握
り
、
翌
年
の
昭

和
一
二
年
に
勃
発
し
た
盧
溝
橋
事
件
時
に
は
合
理
的
判
断
を
下
す
永
田
不
在
の
統
制
派
は
、
持
ち
前
の
「
北
守
南
進
政

策
」
や
「
中
国
一
激
論
」
を
振
り
翳か

ざ

し
て
日
中
戦
争
に
突
入
し
、
此
れ
を
抑
制
す
る
勢
力
が
無
く
継
続
す
る
間
に
、
ヒ

ッ
ト
ラ
ー
の
世
界
制
覇
の
夢
に
踊
ら
さ
れ
た
ま
ま
米
国
と
全
面
対
決
に
進
む
道
を
突
き
進
ん
で
行
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
二
・
二
六
事
件
は
歴
史
上
の
大
転
換
期
に
な
り
、
そ
の
影
響
は
重
大
で
し
た
。
６
松
本
清
張
は
著
書
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
こ
の
後
の
日
本
は
軍
部
が
絶
え
ず
『
二
・
二
六
』
の
再
発
を
ち
ら
つ
か
せ
て
政
・
財
・
言
論

界
を
脅
迫
し
た
。
こ
う
し
て
軍
部
は
軍
需
産
業
を
中
心
と
す
る
重
工
業
財
閥
を
抱
き
か
か
え
、
国
民
を
ひ
き
ず
り
戦
争

体
制
へ
大
股
に
歩
き
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
太
平
洋
戦
争
が
現
実
に
突
如
と
し
て
勃
発
す
る
ま
で
、
国
民
の

眼
に
は
分
ら
な
い
上
層
部
に
お
い
て
静
か
に
、
確
実
に
、
進
行
し
て
い
っ
た
。
」 
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出
典
：「
日
本
の
歴
史 

２
４ 

フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
道
」 

大
内
力
著 

中
央
公
論
社 

「
昭
和
天
皇
独
白
録
・
寺
崎
英
成
御
用
掛
日
記
」
寺
崎
英
成
著 

文
藝
春
秋
社 

「
昭
和
の
将
帥 

回
想
の
軍
人
・
宰
相
た
ち
」
高
宮
太
平
著 

酣
燈
社 

 

「
昭
和
史
発
掘
５ 

二
・
二
六
事
件
（
Ⅰ
）
」
松
本
清
張
著 

文
春
文
庫 

「
昭
和
史
発
掘
７ 

二
・
二
六
事
件
（
Ⅲ
）
」
松
本
清
張
著 

文
春
文
庫 

「
昭
和
史
発
掘
９ 

二
・
二
六
事
件
（
Ⅴ
）
」
松
本
清
張
著 

文
春
文
庫 

「
秘
録
二
・
二
六
事
件
」
香
椎
研
一
編 

永
田
書
房 

「
西
田
税
二
・
二
六
へ
の
軌
跡
」
須
山
幸
雄
著 

芙
容
書
房 

「
革
命
家 

北
一
輝
」
豊
田
穰
著 

講
談
社 

「
血
盟
団
事
件
」
中
島
岳
志
著 
文
藝
春
秋 

「
昭
和
の
軍
閥
」 

高
橋
正
衛
著 
中
公
新
書 

「
永
田
鉄
山 

～
昭
和
陸
軍
『
運
命
の
男
』
」 

早
坂
隆
著 

文
藝
春
秋 

脚
注
：
１ 

寺
崎
英
成 

 

七
五
頁 

 
 

 

２ 

高
橋
正
衛 

 

二
一
五
頁 

並
に 

早
坂
隆 

二
〇
〇
頁 

３ 

高
宮
昭
太
平 

二
七
三
頁 

４ 

松
本
清
張  

昭
和
史
発
掘
７ 

一
六
三
頁
～
一
九
七
頁 

５ 

須
山
幸
雄 

二
九
四
頁 

６ 

松
本
清
張  

昭
和
史
発
掘
９ 

三
八
三
頁 
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補
助
説
明
：
北
一
輝
の
「
日
本
改
造
法
案
大
綱
」  

昭
和
初
期
の
軍
部
や
右
翼
の
国
家
改
造
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
北
一
輝
の
著
作
。
一
九
一
九
年
上
海
で
執
筆
さ

れ
た
。
７
内
容
は
「
天
皇
の
大
権
に
よ
り
戒
厳
令
施
行
・
憲
法
停
止
・
議
会
解
散
を
行
い
、
在
郷
軍
人
団
会
議
を
基
礎

と
す
る
改
造
内
閣
に
よ
り
①
私
有
財
産
制
限
②
土
地
私
有
限
度
③
銀
行
・
貿
易
・
工
業
等
の
国
家
管
理
④
財
閥
の
解
体 

⑤
労
働
者
の
権
利
⑥
国
民
の
生
活
権
利
⑦
皇
室
財
産
の
国
家
管
理
⑦
華
族
制
・
貴
族
院
廃
止
等
を
実
現
し
て
、
国
家
社

会
主
義
的
な
改
革
を
目
標
と
し
て
い
る
。
」
こ
れ
等
の
改
革
は
、
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
圧
力
下
で
日
本
政
府
が
、
そ
の
大
部
分

を
実
施
し
ま
し
た
。 

脚
注
：
７
「
革
命
家 

北
一
輝 

一
〇
〇
頁
」
豊
田
穰
著 

講
談
社 

補
助
説
明
：
天
険
党 

 
 

西
田
税

み
つ
ぎ

が
昭
和
二
年
七
月
に
天
険
党
な
る
結
社
を
作
り
、
そ
の
規
約
を
国
家
改
造
運
動
に
関
心
を
持
つ
全
国
の
青
年
将

校
に
配
布
し
た
。
そ
の
規
約
の
中
に
「
同
志
の
中
心
的
一
部
が
、
天
子
様
近
親
の
某
殿
下
と
秘
約
あ
り
と
い
う
；
；
」

と
い
う
一
節
が
挿
入
さ
れ
て
い
て
、
如
何
に
も
秩
父
宮
も
同
志
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
て
い
た
。
西
田
税

み
つ
ぎ

は
陸
軍
士

官
学
校
在
学
中
に
滝
川
亀
太
郎
、
北
一
輝
等
を
知
り
、
北
一
輝
の
「
日
本
改
造
法
案
」
に
共
鳴
し
昭
和
元
年
に
軍
職
を

退
い
て
国
家
革
新
の
運
動
に
専
念
し
た
。
天
険
党
の
大
綱
は
「
我
が
党
の
目
的
は
、
上
は
天
子
よ
り
統
治
の
大
権
を
盗

奪
し
、
下
全
国
民
の
上
に
不
義
驕
恣
を
働
く
こ
の
亡
国
的
一
群
よ
り
、
国
家
を
奪
還
す
る
事
」
と
し
て
、
具
体
的
に
は

憲
法
を
停
止
し
、
議
会
を
解
散
し
全
国
に
戒
厳
令
を
敷
き
、
軍
事
革
命
に
よ
り
新
国
家
を
建
設
し
よ
う
し
た
。 

補
助
説
明
：
王
師
会 

藤
井
斉

ひ
と
し

海
軍
少
尉
は
西
田
税
を
中
心
と
し
て
、
陸
軍
関
係
者
が
組
織
し
国
家
改
造
を
目
的
と
す
る
秘
密
結
社
「
天
険
党
」

の
結
成
に
参
加
し
た
唯
一
人
の
海
軍
軍
人
で
あ
っ
た
。
藤
井
は
陸
軍
と
は
独
立
し
た
海
軍
側
同
志
の
組
織
化
を
図
り
、

一
〇
名
前
後
の
同
志
で
昭
和
三
年
三
月
に
王
師
会
を
発
足
さ
せ
た
。
彼
等
は
財
閥
や
政
党
政
治
家
は
己
の
利
益
の
み
を

追
求
し
、
政
争
に
明
け
暮
れ
し
て
疲
弊
し
た
農
村
や
国
防
を
顧
み
な
い
と
し
て
国
家
改
革
を
目
指
し
た
。
昭
和
恐
慌
に

よ
る
社
会
の
混
乱
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
の
批
准
反
対
で
同
調
者
を
拡
大
し
て
会
員
は
四
〇
名
以
上
に
達
し
た
。 

補
助
説
明
：
二
・
二
六
事
件
の
蹶
起
部
隊
に
対
す
る
告
示
中
の
第
二
項
「
行
動
」
に
つ
い
て 

当
初
の
原
案
は
「
行
動
」
で
し
た
が
、
会
議
中
に
「
行
動
」
は
不
穏
当
と
し
て
、
中
立
派
の
阿
部
信
行
参
議
官
等
が
「
行

動
」
を
「
真
意
」
と
訂
正
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
東
京
警
備
司
令
が
配
布
し
た
告
示
で
は
「
行
動
」
と
な
っ
て
い

て
山
下
奉と

も

文ゆ
き

少
将
か
ら
蹶
起
部
隊
に
も
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
参
議
官
が
蹶
起
部
隊
の
行
動
を
認
め
る
事
は
不
都
合
千
万

だ
と
一
時
は
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。
即
ち
「
真
意
」
な
ら
ば
、
諸
氏
の
思
考
は
判
る
が
行
動
ま
で
は
納
得
出
来
な
い

と
な
り
、「
行
動
」
な
ら
ば
蹶
起
と
い
う
行
動
（
重
臣
暗
殺
を
含
む
）
迄
も
陸
軍
大
臣
が
正
当
化
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

参
議
官
の
阿
部
信
行
の
メ
モ
で
は
「
真
意
」
で
し
た
。
８
こ
の
字
句
の
す
り
替
え
の
原
因
は
告
示
内
容
の
議
論
が
一
度

成
立
し
た
時
、
東
京
警
備
司
令
官
の
香
椎

か

し

い

浩こ
う

平へ
い

中
将
が
「
現
場
の
部
隊
に
伝
達
す
る
」
旨
申
出
て
、
参
謀
長
に
電
話
で

連
絡
し
ま
し
た
。
会
議
室
に
戻
る
と
字
句
修
正
が
行
わ
れ
て
「
行
動
」
が
「
真
意
」
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
香
椎
は
「
之

は
二
者
同
一
だ
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
ま
し
た
。
こ
の
字
句
す
り
替
え
は
一
時
は
軍
事
参
議
官
会
議
で
問
題
に
な
り

ま
し
た
が
大
混
乱
の
最
中
で
も
あ
り
単
純
な
連
絡
ミ
ス
と
し
て
有
耶
無
耶
に
な
り
ま
し
た
。 

脚
注
：
８
「
秘
録
二
・
二
六
事
件 

二
〇
一
頁
」
香
椎
研
一
編 

永
田
書
房 
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補
助
説
明
：
軍
事
参
議
院 

  
大
日
本
帝
国
に
於
い
て
重
要
な
軍
務
に
付
、
天
皇
の
諮
詢
に
応
じ
る
国
家
機
関
で
、
天
皇
の
諮
詢
を
待
っ
て
、
参
議
会

を
開
き
、
陸
海
軍
の
相
関
連
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
陸
軍
又
は
海
軍
の
み
の
参
議
官
を
以
て
参
議
会
を
開
く
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
た
。 

議
長
は
、
軍
事
参
議
官
中
の
高
級
古
参
の
者
と
さ
れ
、
軍
事
参
議
官
は
元
帥
・
陸
軍
大
臣
・
海

軍
大
臣
・
参
謀
総
長
・
軍
令
部
総
長
・
及
び
特
に
軍
事
参
議
官
に
親
補
さ
れ
た
陸
海
軍
将
官
と
さ
れ
た
。
軍
事
参
議
官

自
体
は
閑
職
で
し
た
が
、
現
役
将
官
の
予
備
役
編
入
の
審
議
や
三
長
官
の
人
選
等
の
業
務
を
担
当
し
て
派
閥
争
い
で
は

重
要
な
ポ
ス
ト
で
し
た
。
会
合
の
庶
務
・
世
話
役
を
行
う
幹
事
長
に
は
、
侍
従
武
官
長
や
他
の
将
官
が
担
当
し
た
。 

   

二
二
六
事
件
で
は
、
天
皇
の
諮
詢
に
よ
ら
ず
に
、
真
崎
大
将
が
川
島
陸
相
に
指
示
し
て
軍
事
参
議
官
会
議
を
招
集
さ
せ
た

非
公
式
な
も
の
で
、
当
時
の
参
会
者
は
い
ず
れ
も
陸
軍
大
将
の
荒
木
貞
夫
、
真
崎
甚
三
郎
、
林
銑
十
郎
、
川
島
義
之
、 

阿
部
信
行
、
植
田
謙
吉
、
西
義
一

よ
し
か
ず

、
寺
内
寿
一

ひ
さ
い
ち

、
朝
香
宮
鳩
彦

や
す
ひ
こ

王お
う

、
梨
本
宮
守
正
王
、
東
久
邇
宮
稔
彦

な
る
ひ
こ

王お
う 

補
助
説
明
：
戒
厳
令
（m

artial law

） 

  

戒
厳
と
は
、
軍
事
法
規
の
一
つ
で
あ
り
、
戦
時
や
自
然
災
害
、
暴
動
な
ど
の
緊
急
事
態
に
於
て
、
兵
力
を
以
て
国
内
外
の 

 

一
地
域
或
い
は
全
国
を
、
軍
部
の
指
揮
下
に
置
い
て
国
民
の
権
利
を
保
障
す
る
憲
法
や
法
律
の
一
部
の
効
力
を
停
止
し
、 

行
政
権
や
司
法
権
の
一
部
な
い
し
全
部
を
軍
部
の
指
揮
下
に
移
行
す
る
事
を
言
い
、
戒
厳
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
を 

戒
厳
令
と
い
う
。  

行
政
戒
厳
と
は
、
緊
急
勅
令
に
よ
る
騒
乱
鎮
圧
を
目
的
と
し
、
「
一
定
の
地
域
に
戒
厳
令
の
中
の
必 

要
な
規
程
を
適
用
す
る
」
と
し
て
、
戒
厳
令
の
規
定
を
準
用
し
た
措
置
を
行
政
戒
厳
と
称
し
た
が
、
あ
く
ま
で
緊
急
勅
令 

の
一
つ
で
あ
り
、
戒
厳
で
は
な
い
。 

         


